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（
質
問
の 

一
四
） 

答

弁

第

一

四

号 

   

衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
日
韓
間
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
米
軍
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
五
八
第
一
四
号 

昭
和
四
十
三
年
五
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
石 
井 

光 

次 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
日
韓
間
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
米
軍
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一 

障
害
発
生
の
日
時
は
第
一
ケ
ー
ブ
ル
は
昭
和
三
十
八
年
五
月
二
十
五
日
二
十
時
二
十
分
、
第
二
ケ
ー
ブ
ル
は

昭
和
三
十
八
年
五
月
二
十
六
日
十
九
時
で
あ
る
。 

二 

第
一
ケ
ー
ブ
ル
お
よ
び
第
二
ケ
ー
ブ
ル
は
昭
和
三
十
八
年
五
月
二
十
五
日
お
よ
び
同
二
十
六
日
に
障
害
に
な

り
、
そ
れ
以
降
通
信
不
能
の
状
態
に
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

三 

昭
和
三
十
八
年
五
月
第
一
ケ
ー
ブ
ル
、
第
二
ケ
ー
ブ
ル
に
障
害
発
生
以
降
通
信
不
能
と
な
つ
て
い
た
が
、
昭

和
三
十
八
年
八
月
ま
で
米
軍
か
ら
本
件
ケ
ー
ブ
ル
使
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
契
約
廃
止
の
申
出
が
な
く
、
し
た
が

つ
て
米
軍
と
日
本
電
信
電
話
公
社
（
以
下
「
電
電
公
社
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
当
該
契
約
は
昭
和
三
十
八
年
八
月

ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 



四 
昭
和
三
十
八
年
八
月
に
、
米
軍
は
電
電
公
社
と
の
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
廃
止
し
、
現
在
は
ケ
ー
ブ
ル
障
害
の
た

め
、
使
用
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

五 

三
に
お
け
る
回
答
の
ご
と
く
通
信
不
能
で
は
あ
つ
た
が
昭
和
三
十
八
年
八
月
ま
で
電
電
公
社
と
米
軍
と
の
間

の
サ
ー
ビ
ス
契
約
は
継
続
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

六 

米
軍
よ
り
昭
和
三
十
八
年
八
月
十
五
日
通
信
サ
ー
ビ
ス
廃
止
の
申
込
み
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
り
契
約
廃
止
と

な
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

八 

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
以
降
昭
和
三
十
八
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
お
け
る
料
金
収
納
総
額
は
約
十
一
億
円

で
あ
り
、
ま
た
平
和
条
約
発
効
の
日
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
）
以
降
昭
和
三
十
八
年
八
月
十
五
日
ま
で

に
お
け
る
料
金
収
納
総
額
は
約
十
三
億
円
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
額
は
課
金
方
式
上
本
件
ケ
ー
ブ
ル
部
分
の

み
の
料
金
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
た
め
、
東
京
―
釜
山
、
福
岡
―
釜
山
間
等
と
し
て
課
金
し
、
収
納 

七 

米
軍
か
ら
は
、
昭
和
三
十
八
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
料
金
を
収
納
し
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

し
た
金
額
で
あ
る
。 

九 

駐
留
軍
関
係
収
入
と
し
て
全
額
電
電
公
社
の
収
入
金
に
計
上
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




